
日時：令和２年５月１５日（金）午前９時～

場所：鳥取県庁災害対策本部室（第２庁舎３階）ほか
＜感染拡大防止のため部屋を分散して参加＞

出席：知事、副知事、統轄監
令和新時代創造本部、交流人口拡大本部、危機管理局
総務部、地域づくり推進部、福祉保健部、子育て・人財局
生活環境部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、病院局
教育委員会、警察本部
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所
日野振興センター、各市町村長、アドバイザー

•議題：◇緊急事態宣言の区域解除を踏まえた本県の対応について
◇その他

鳥取県新型コロナウイルス感染症
対策本部（第１３回）
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国内における感染者数
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国内における感染者数(5/14現在）

１５，８７４人（４６都道府県）

※クルーズ船 ７１２人
チャーター便 １４人
検疫時等 ３１５人

総計 １６，９１５人

本県における現状

○感染者数 ３名（4/10：1名、4/18:2名）

※入院中：2名、退院：1名

○PCR検査件数（5/14現在） 1,223件

○発熱・帰国者・接触者相談センターへの相談件数（5/13現在）

9,984 件（鳥取市：4,259件、中部：1,400件、西部：4,325件）

※図、グラフは、5/13現在の本県独自の集計により作成



教育委員会緊急事態措置対策チームの対応方針

今後の状況変化に応じて、特措法第２４条第９項に基づく要請を

迅速に行えるよう、各種モニタリングを継続。

鳥取砂丘
５／11(月)から鳥取砂丘駐車場などが再開。
→観光客をほとんど見かけない。５／９(土)、10(日)最大でも10名程度。

白壁土蔵群周辺
５／11(月)から市営駐車場を再開。
→観光客をほとんど見かけない。５／９(土)、10(日)あわせて５組程度。

大山寺周辺
５／11(月)から県立大山駐車場などを再開（江府町営奥大山駐車場は５／１６（月）から再開）。
→５／９(土)、10(日)ともに駐車台数は10台前後で、例年に比較して1割程度。県外ナンバー車は１～２台。

水木しげる
ロード

５／７(木)から市営駐車場を再開。
→観光客をほとんど見かけない。５／９(土)、10(日)ともにＧＷ期間中より少ない。県外ナンバー車もほぼなし。

パチンコ店
・５／９(土)、10(日)ともに利用客は、ＧＷ前（４／25）の水準に下がった。
・県外ナンバー車は15％程度とＧＷ期間中の10％前後よりも多少伸びている。

※年間を通して一定の県外利用客があり、県内利用客の増減が率に影響していると推察。

道の駅
・５／７(木)から４施設が営業再開。
→５／９(土)、10(日)ともに駐車台数は10～30台程度。県外ナンバー車は５～10台。

・５／11(月)から２施設が営業再開し、５／16(土)から７施設、６／１(月)から２施設が営業再開予定。

サーフィン
スポット

５／15(金)まで閉鎖を継続。５月16日以降については状況を見ながら順次再開。
→５／９(土)、10(日)ともに県外サーファーの車は見かけず、トラブル、問い合わせもなかった。

公共交通機関

(ＪＲ・高速バス・
飛行機)

各公共交通機関の利用状況（下り）は、ＧＷ前と比べて、ほとんど変化なし。

・鉄道（特急やくも・スーパーはくと） ・・・ １便当たり10名以下
・高速バス（大阪・神戸－鳥取・倉吉・米子便） ・・・ １便当たり数名程度
・飛行機（鳥取便・米子便） ・・・ １便当たり20～30名程度

＜５／９（土）、５／１０（日）の状況＞



【データ提供：KDDI Location Analyzer（KDDI）※5／14現在でデータを抽出】

※午後3時時点のデータの感染前期間との比較
※感染前期間･･･1/18〜2/14間の午後3時時点の平均値（平日・休日別）

鳥取駅前 鳥取市晩稲 鳥取砂丘 倉吉市山根 米子駅前
日吉津村
日吉津

水木しげる
ロード

平

日

4/6～ ▲1.9％ ▲24.3％ ▲54.4％ ▲8.3％ ▲4.2％ ▲14.6％ ▲5.3％

4/27～ ▲45.5％ ▲66.8％ ▲69.8％ ▲35.8％ ▲33.4％ ▲55.7％ ▲26.8％

5/7･8 ▲21.8％ ▲62.6％ ▲55.0％ ▲20.1％ ▲22.3％ ▲53.3％ ▲28.5％

休

日

4/4･5 ▲27.9％ ▲15.9％ ▲40.3％ ▲11.9％ ▲16.2％ ▲29.5％ ▲31.6％

4/25･26 ▲52.8％ ▲71.3％ ▲95.6％ ▲33.2％ ▲42.9％ ▲74.1％ ▲71.3％

4/29～(GW) ▲57.5％ ▲71.2％ ▲92.0％ ▲31.9％ ▲45.3％ ▲74.7％ ▲65.3％

対2019GW ▲58.1％ ▲71.9％ ▲98.6％ ▲33.7％ ▲50.4％ ▲78.3％ ▲92.2％

5/9・10 ▲47.8％ ▲58.5％ ▲84.9％ ▲21.7％ ▲40.5％ ▲77.9％ ▲84.4％

県内各地の人口変動分析（参考）



教育委員会
基本的対処方針の変更（5月14日）
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緊急事態措置を実施すべき区域は、本県を含む39県で解除

特定警戒都道府県 特定都道府県

変更前
（4/16～）

13都道府県
（北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、石川県、愛知県、
岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、
福岡県）

34県

変更後
（5/14～）

8都道府県
（北海道、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県）

なし

緊急事態措置を実施すべき期間は変更なし（5月31日まで）

（必要がなくなれば期間内でも緊急事態宣言を解除）

全都道府県
が対象

8都道府県
のみ対象



教育委員会
緊急事態措置の対象とならない県における取組等
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① 外出自粛はお願いしないが、宣言解除後も人との接触を

できるだけ減らし、県をまたいだ移動は、少なくとも今

月中は可能な限り控えていただきたい。

② オフィスの仕事はテレワークが普及した。前向きな変化

は継続して、時差通勤などはこれからも続けて欲しい。

③ 日常のあらゆる場面でウイルスの警戒を怠らないでいた

だきたい。新しい生活様式を参考に、特に「三つの密」

が濃厚な形で重なる夜の繁華街、接待を伴う飲食店、ラ

イブハウス、バーやナイトクラブ、カラオケ店への出入

りは今後も控えていただきたい。

 安倍総理は、緊急事態宣言が解除された地域に向けて、これ

までの努力を無駄にしないため「3つのお願い」を提示。

（5/14記者会見）



教育委員会
新型コロナウイルス感染予防業種別ガイドライン

業種や施設の種別ごとに関係団体がガイドラインを作成し、感

染防止のために取り組みを推進

業 種 作成団体名

ホテル業 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会他2団体

飲食店 日本フードサービス協会他1団体

小売業(スーパー等） オール日本スーパーマーケット協会他11団体

食品製造業 食品産業センター

製造業全般 日本経済団体連合会

冠婚葬祭 日本ブライダル文化振興協会他1団体

映画館 全国興業生活衛生同業組合連合会

バス事業 日本バス協会

タクシー 全国ハイヤー・タクシー連合会

運送業 全日本トラック協会

（主な業種と団体名）



新型コロナウイルス対応ガイドラインの例 (宿泊施設向け)

①基本原則

②各エリアごと

③宿泊客の感染疑いの際の対応

・従業員と宿泊客等の対人距離を確保、手指の消毒設備の設置、客室の換気、マスクの着用

○入館時(ロビー等)
・咳・咽頭痛などの症状がある人は申し出るよう呼びかける
・感染が発生した場合に備え、宿泊客の名簿を適正管理

○チェックイン
・間隔を開けた待ち位置の表示など、宿泊客同士の距離を保つ
・返却されたルームキー等の消毒徹底

○客室
・ドアノブの清拭消毒
・一定時間ごとに客室の窓を開けての換気を要請

○従業員等の休憩スペース
・一度に休憩する人数を減らす
・対面で食事や会話をしない

○食事関係
・下膳と同時に料理提供をしない
・下膳作業後の手洗い、手指消毒の徹底
・お酌を控える
・鍋料理、刺身盛りは極力一人盛りに変更
・ビュッフェ方式をセットメニューでの提供に代えることを検討

○トイレ
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示
・ハンドドライヤーは使用せず、共通のタオルは禁止

○大浴場
・入場人数の制限、浴場での貸しタオル中止
・ドライヤー等備品の清拭消毒、化粧品・ブラシは持参を要請

・他の宿泊客と区分して待機する部屋等を事前に決めておく
・保健所に連絡し、感染の疑いのある宿泊客の状況や症状を伝え保健所の指示に従う

本ガイドラインは、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図った上で必要と考えられる対策を
例示したもの。各宿泊施設の規模や業態等を勘案し、実情に合わせた対策を講じることとする。
今後もガイドラインは、最新の知見等を踏まえ必要な見直しを行っていく。
「令和2年5月14日 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟」

＜対策の概要＞



県立集客施設等の利用制限の緩和について
１ 利用制限緩和方針

○本県は緊急事態宣言が解除されたこと、3週間以上感染が確認されていない状況であるとともに医療体制等もひっ迫してい
る状況ではないことから、三つの密の回避や消毒を徹底した上で、県内者利用に限定して利用制限を緩和する。

○県外の方による利用の可能性が高い施設については、引き続き休館とする。今後、再び感染が拡大した場合は、再度、利
用を制限する場合がある。

２ 期 間

【5月7日より利用制限を緩和した施設】１６施設

区分 施設名 現 状 5月16日以降の対応方針

博物館等

博物館
人と人の間隔を２ｍ開ける。展示物
の配置等の工夫などの対策をして開
館。

現状と同様に開館
青谷上寺地遺跡整備室

埋蔵文化センター

大山自然歴史館

図書館等
県立図書館 人と人の間隔を２ｍ開ける。四方を

開けた席配置等の工夫をして開館。
現状と同様に開館

県立公文書館

公園等

コカ・コーラ ボトラーズ
ジャパンスポーツパーク
（布勢総合運動公園）

屋内プール（東山水泳場）、ロッ
カー、シャワー等の屋内共用施設以
外は利用可。
競技大会は、県内参加者のみで５０
人以下まで。

・県内かつ利用者が特定できる場合に限定し、三つの密を
回避する対策を講じた上で、屋内施設も利用を再開（ただ
し、トレーニングルームは引き続き使用禁止）。

・更衣スペースは、分散利用、別スペースを確保して対応。
・競技大会は、県内参加者のみ、かつ屋内１００人以下（収
容定員の半分以下）、屋外２００人以下に緩和

東山水泳場

あやめ池スポーツセンター

現状と同様に開館
出合いの森

混雑時の入場制限等の三密とならな
い工夫をした上で開館。

二十一世紀の森

むきばんだ史跡公園

会館等

とりぎん文化会館 イベント等は、県内参加者のみ、か
つ５０人以下で、大声での発声・歌
唱・声援、近距離での会話がないこ
とを条件に開館。

現状と同様に開館
（イベント等は、県内参加者のみ、かつ１００人以下（収
容定員の半分以下）に緩和）

倉吉未来中心

米子コンベンションセンター

県民ふれあい会館

〇利用制限緩和施設：５月１６日（土）から緩和
○利用制限継続施設：５月２２日（金）まで全面休館延長

＜使用に当たっての条件＞
①イベント等は、県内参加者のみ、かつ屋内１００人以下
（収容定員の半分以下）、屋外２００人以下で、大声での
発声・歌唱・声援、近距離での会話がないこと。

②四方を空けた席配置等の感染防止対策
③人と人の間隔は２ｍとる。（入退出時、施設内移動も）
④適切な消毒や換気等の実施



【5月16日以降新たに開館する施設】１３施設

区分 施設名 現 状 5月16日以降の対応方針

観光施設

氷ノ山自然ふれあい館

当面、５月１５日程度まで休館
延長し、各関係者と協議して方
針、細目を設定する。

三つの密を回避する対策を講じた上で開館。
山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

県・市共管
施設

わらべ館

砂丘ビジターセンター 窓口案内のみ開館。展示コーナーは5月31日まで休止。

社会教育施
設

大山青年の家 県内利用者で、かつ、日帰りに限定して開館。

船上山少年自然の家

屋内体育施
設

武道館 ・県内かつ利用者が特定できる場合に限定し、三つの密
を回避する対策を講じた上で開館（ただし、トレーニ
ングルームは引き続き使用禁止）。

・更衣スペースは、分散利用、別スペースを確保して対応。
・競技大会は、県内参加者のみ、かつ１００人以下（収
容定員の半分以下）で、大替えでの発声、近距離での
会話がないこと

・館内の除菌消毒

鳥取産業体育館

米子産業体育館

倉吉体育文化会館

障がい者体育センター

県民体育館

あやめ池スポーツセンター（体育館）

【引き続き閉館を継続する施設】６施設
区分 施設名 現 状 5月16日以降の対応方針

観光施設

二十世紀梨記念館

当面、５月１５日程度まで休館
延長し、各関係者と協議して方
針、細目を設定する。

５月２２日程度まで休館延長し、各関係者と協議して、
方針等を決定する。

ＳＡＮＫＯ夢みなとタワー

とっとり花回廊

燕趙園

チュウブ鳥取砂丘こどもの国

とっとり賀露かにっこ館



緊急事態宣言解除後の県庁の対応
「新しい生活様式」に配慮した業務執行体制の徹底
○感染症予防のための取組の継続
・鳥取型オフィスシステム（職員間の距離の確保・机の間の間仕切り等）、公共
交通機関通勤者の時差出勤、テレビ会議・オンライン会議の活用、テレ
ワークなど、「三つの密」を避ける取組を引き続き徹底

・手洗いや手指消毒、咳エチケット、職場の換気励行、発熱等の症状の
ある職員の出勤自粛（特別休暇の取得等）など、職場内における健康管

理を徹底

○職員の出張

○県外本部の対応
・名古屋代表部は宣言解除に伴い、5/15から業務再開
・東京本部、関西本部は緊急事態宣言発令中は引き続き「休業」
（ただし、電話やメール等での問い合わせには対応）

緊急事態宣言対象地域及び国外 出張禁止

緊急事態宣言対象外地域 不急の出張は禁止



庁内体制（応援態勢、相談体制）

新型コロナウイルス感染症対策に対応した庁内体制
（応援態勢、相談体制）を引き続き維持

○保健所支援に向け、毎日30名の応援態勢を継続
・ＰＣＲ検体搬送やドライブスルーＰＣＲ検体誘導等に加
え、陽性患者が判明した場合など緊急時の対応を迅速に行
う態勢を引き続き維持する。

○総合相談窓口により県民からの相談体制を確保

・新型コロナウイルス感染症に関する各種お問合せに対応す
る電話相談窓口を引き続き開設。
・毎日５名体制で相談対応を行う。
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必要物資の確保

○「必要物資供給プロジェクト」として、マスク、エタノ

ール等の必要物資について、県が管理・コントロール
✔県として必要な備蓄を確保
✔医療機関、福祉施設等の在庫等を把握

✔必要量を精査し、必要とされる機関へ必要な量を供給

◎マスク、消毒液、防護具等など、４月補正予算に
より調達し、備蓄の確保を進めている。
【マスク】 ・県備蓄分、国からの配分など、これまでに約140万枚を配布。

【消毒液】・これまでに国から供給のあった約4,400ℓを配分。国からの

供給第3弾(約4,500ℓ)について発注作業中。

【防護具】・医療機関等からの要請に応じて県備蓄分、国からの配分な

どから必要量を配布。
（ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ約4,400枚、ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ約9,400枚、検査用手袋約499,000枚など）
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教育委員会
緊急事態宣言解除後の学校教育活動の在り方

■県立学校における基本的な考え方
◎三つの密の回避や感染防止対策を徹底し、当面5月22日（金）までは、現行の
分散登校・分割授業、通学バスの増便等を行いながら学校教育活動を継続

◎5月21日を目途とされる緊急事態宣言の解除に係る国の動きや県内の感染状況
等を踏まえて、今後の学校教育活動の段階的な取組を検討

■学校スポーツ・文化芸術活動への支援
◎県高等学校体育連盟、県高等学校文化連盟等と連携しながら、生徒の活動成果
発表の機会の確保に向けた方策を検討

○緊急事態宣言は解除されたものの、感染拡大のリスクを考慮し、緊張感を持っ
て引き続き感染症対策を継続する必要があること
○この期間に、ICT等を活用したオンライン授業等のノウハウ蓄積を積極的に進め
ること
○新型コロナウイルス感染症に関連して、児童生徒に各自が行動すべきことを
考えさせる取組等を進めること
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緊急事態宣言解除後の子どもたちへの対応について

保育所等の対応

○自宅での監護が可能な児童に対する利用自粛については解除する。

○引き続き、かぜ様の症状のある児童の利用自粛や手洗い等の感染防止の徹底を求める。

放課後児童クラブの対応

○自宅での監護が可能な児童に対する利用自粛については解除する。

○引き続き、かぜ様の症状のある児童の利用自粛や手洗い等の感染防止の徹底を求める。

○学校が分散登校を行う場合には、午前中から開所する等、学校とも連携しながら子どもの

居場所を確保するよう求める。
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県民の皆様へ
～気を緩めずに、みんなで感染拡大防止～

「新しい生活様式」とは

◆人と人との感染防止距離(概ね2メートル)、咳エチケットや手洗い、｢三つの密」を避けることに、

しっかり取り組みましょう。

◆当面、不要不急の県境を越える人の往来(特に特定警戒都道府県)や、接待を伴う夜の飲食店

への外出、全国的イベント・大規模なイベント（屋内100人超､屋外200人超）等への参加は控えま

しょう。
※特定警戒都道府県(R2.5.14現在)：北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県

◆外出は構いません。鳥取県の自然や星空を活かして、屋内だけでなく屋外も楽しみ、県内の観

光地、お店等、みんなで応援していきましょう。

一人ひとりでできる感染予防対策

・「三つの密」の回避(密集、密接、密閉)
・他の人との約2メートルの距離を空ける
・手洗いまたは手指消毒、咳エチケット
・外出時のマスク着用
・遊びに行くなら屋内より屋外

こんな工夫も…

・買い物は1人または少人数ですいた時間に
・レジに並ぶときは、前後にスペース
・公園、公共交通機関利用は混んでいる時間帯は避けて
・食事は持ち帰りや出前、デリバリーも
・発熱や風邪症状ある場合には行事に参加しない

鳥取県への緊急事態宣言の解除は「終わり」ではなく、新型コロナウイルスとの闘い
の第二章の「始まり」です。

気を緩めれば感染拡大を起こしかねません。みんなで鳥取型「新しい生活様式」を定
着させ、感染予防や拡大防止に取り組みましょう。

次の波に備えて、鳥取県としても医療提供体制、検査体制の充実など、さらに進めて
まいります。


